
 

 

 
別紙 1 日程表 

 
 
 
工事着工予定日    平成 15 年●月●日 
しゅん功予定日    平成 17 年 2 月 28 日 
引渡予定日    平成 17 年 3 月 31 日 
維持管理業務開始予定日   平成 17 年 4 月 1 日 
事業期間終了日    平成 30 年 3 月 31 日 



 

 

 
別紙 2 提出図書 

■ＶＥ提案による設計変更完了時

体裁 部数 備　考

原図1部

2ツ折り製本1部

原図1部

2ツ折り製本10部

■建設工事着工時

体裁 部数 備　考

全体工程表 適宜 1部 工事着工予定日10日前

現場代理人・各種技術者届 A4判 1部 工事着工予定日10日前

建設業務実施体制表 適宜 1部
工事着工予定日10日前
連絡体制を記載

■建設工事期間中

体裁 部数 備　考

月間工程表 A3判 1部 当該月開始1週間前

進捗状況報告書（月間） A4判 片綴り1部
当該月終了後1週間以内
監理業務・建設業務を統括した報告書とする

■しゅん功時

完成図等 体裁 部数 備　考

配置図及び案内図 敷地及び建築物等の面積表、屋外排水系統図

各階平面図 室名、室面積、耐震壁

各立面図 外壁仕上げ

断面図 階高、天井高等を表示し、2面以上作成

原図1部

2ツ折り製本1部

原図1部

2ツ折り製本1部

機器完成図 A4判 黒表紙製本1部

試験成績書 A4判 黒表紙製本1部 機器及び施工の試験

国有財産目録 － － 国有財産法施行細則第2条の国有財産台帳に準じて作成

保全に関する資料

建築物等の保守に関する説明書 A4判 1部 保全指導書、保守点検要領書、取扱い説明書等を含む

負荷設備台帳 A4判 1部

官公署届出書類 適宜 1部

主要な材料・機器一覧表等 A4判 1部

完成写真

しゅん功写真 適宜 アルバム3部 撮影箇所数は、外部30・内部100程度とし、キャビネ版とする

A3判
原図1部
陽画1部

しゅん功図

A1判

A3判

設計変更図書

A1判

ＶＥ提案を反映したもの

A3判

元設計図書に、契約後に実施された設計変更の内容を反映



 

 

 
■維持管理業務着手時

体裁 部数 備　考

維持管理業務仕様書 A4判 1部 開始予定日30日前

総括責任者・業務責任者届 A4判 1部 開始予定日30日前

■維持管理期間中

体裁 部数 備　考

年間業務計画書 A4判 1部 当該年度開始30日前

業務報告書 A4判 1部 月・半期に提出。翌月の７日まで。

■事業終了時

体裁 部数 備　考

建設業務関連書類等 適宜 1部 施工計画書・施工図等の未提出分

原図1部

2ツ折り製本1部

原図1部

2ツ折り製本1部

機器完成図 A4判 黒表紙製本1部 施設引渡し後に発生する修繕等による変更を反映したもの

保全に関する資料 工事完了時と同じ 事業終了時点のもの

保守工具 一式
ポンプ、送風機、吹出口、桝等の保守点検に必要な工具
一式

予備品及び付属品 一式
文部科学省電気設備工事標準仕様書・同機械設備工事
標準仕様書に記載ある種別及び数量

修繕履歴書 一式 事業期間中に実施した修繕等の記録

修繕計画書 適宜 3部
事業終了後、当面必要な修繕計画（項目・時期・金額な
ど）を取りまとめる。

※完成図等・完成写真は、電子データも合わせて提出すること。なお、そのデータ形式等は大学と協議し決定すること。

※完成写真を撮影する業者は、大学が承諾する者とする。

　 カット数には上空からの写真5カットを含む。

※完成写真の著作権等については、次のとおりとすること。

事業者は大学による完成写真の使用が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを大学に対して保証す
る。事業者は、かかる完成写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な
措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。事業者は完
成写真の使用について下記の事項を保証する。
1.　完成写真は、大学が行う事務並びに大学が認めた公的機関の広報に、無償で使用することができる。この場合にお
いて、著作者名を表示しないことができる。
2.　事業者は、あらかじめ大学の承諾を受けた場合を除き、完成写真が公表されないようにし、かつ、完成写真が大学
の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにする。

しゅん功図

A1判

施設引渡し後に発生する修繕等による変更を反映したもの

A3判

 



 

 

 
別紙 3 事業者等が付保する保険 

 

１．建設工事保険及び第三者損害責任保険(第 19 条関係) 

事業者は以下の要件を満たす建設工事保険および第三者賠償責任保険に加入しその保険料

を負担しなければならない。 
保険契約者：事業者又は業務受託者 
建設場所：東京都港区六本木 7 丁目 22 番 1 号 
 
建設工事保険 
被保険者：事業者、業務受託者又はそのすべての下請負業者 
保険の対象：本件施設の建設工事 
保険期間：工事着工予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする保険金額：建設工

事費 
補償する損害：水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害 
 
第三者損害責任保険 
被保険者：支出負担行為担当官、事業者、業務受託者又はそのすべての下請負業者 
保険期間：工事着工予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする 
てん補限度額：事業者による提案 
補償する損害：工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律

上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 
 
事業者又は業務受託者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券又は付保証明

書その他付保を証明する文書を遅延なく大学に提示するものとする。 
事業者又は業務受託者は、大学の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をするこ

とができない。 
事業者又は業務受託者は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、そ

の損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。 
 

２．維持管理期間中の保険（第 48 条第 2 項関係） 

 
事業者は以下の要件を満たす施設賠償責任保険及びビルメンテナンス業者・警備業者賠償

責任保険（又は類似の機能を有する共済等を含む。）に加入し、その保険料を負担しなけれ

ばならない。 
 



 

 

保険契約者：事業者又は業務受託者 
被保険者：施設賠償責任保険被保険者は大学、事業者、業務受託者及びそのすべての下請

負業者とする。ビルメンテナンス業者・警備業者賠償責任保険の被保険者は事業者、業務

受託者及びそのすべての下請負業者とする。業務受託者とその他の被保険者相互間の交叉

責任担保とする。 
保険の対象：本件施設 
保険期間：維持管理業務開始時から事業期間終了時まで（毎１～3 年程度の期間ごとに都度

更新を行う場合でもよい） 
保険金額：施設賠償責任保険金額は対人 1 億円／1 名、10 億円／1 事故、対物 1 億円／1 事

故以上とする。メンテナンス業者賠償責任保険金額は対人 1 億円／1 名、５億円／1 事故、

対物 10 億円／1 事故以上とする。警備業者賠償責任保険金額は 1 億円／1 名、５億円／1 事

故、対物 1 億円／1 事故以上とする。 
自己負担額：5 万円／1 事故以下とする。 
 

                                     以上 

 



 

 

 
 別紙 4 不可抗力による追加費用の負担割合 

 
1．建設工事期間 
建設工事期間中に不可抗力事由が発生した場合、本件施設につき、追加費用額が同期間中

の累計でその建設工事費、ＶＥ提案による設計変更費及び工事監理費の合計額に相当する

額の 1000 分の 10 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については大

学が負担する。ただし、大学又は事業者が不可抗力事由により保険金を受領した場合、当

該保険金額相当額は追加費用額から控除する。 
 
 
2．維持管理期間 
本件施設の維持管理期間中、不可抗力事由が発生した場合，本件施設につき，追加費用額

が一事業年度につき累計で，年間の維持管理業務に係る対価の年間相当額（ただし，第 50
条による物価変動に伴う補正を考慮し，かつ，第 51条による減額を考慮しない金額とする。）

の 1000 分の 10 に至るまでは事業者が負担するものとし，これを超える額については大学

が負担する。ただし，大学又は事業者が不可抗力により保険金を受領した場合，当該保険

金額相当額は追加費用額から控除する。 



 

 

 
別紙 5 保証書の様式 

 
 
 
支出負担行為担当官 

政策研究大学院大学事務局長  林 一夫 殿 

 

 

保 証 書(案) 

 

 〔建設者〕(以下「保証人」という。)は、政策研究大学院大学施設整備等事業（以下「本

件事業」という。）に関連して、事業者が政策研究大学院大学（以下「大学」という。）と

の間で締結した平成●年●月●日付け事業契約に基づいて、事業者が大学に対して負担す

る以下の第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する（以下「本保証」という。）。なお、本

保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、事業契約に

おいて定められるのと同様の意味を有するものとする。 

 

第 1 条（保証） 

 保証人は、事業契約第 36 条第 5項に基づく事業者の大学に対する債務（以下「主債務」

という。）を保証する。 

 

第 2 条（通知義務） 

 大学は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じ

たことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保

証の内容は、大学による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 

 

第 3 条（履行の請求） 

1  大学は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、大学が別途定

めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。 

2  保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から［30］日以内に、当

該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。大学及び保証人は、本項に規

定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。 

3  保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、

当該保証債務履行請求書を受領した日から［30］日以内に、当該請求に係る保証債務の

履行を完了しなければならない。 



 

 

 

第 4 条（求償権の行使） 

 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基

づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができな

い。 

 

第 5 条（終了及び解約） 

1  保証人は、本保証を解約することができない。 

2  本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものと

する。 

 

第 6 条（管轄裁判所） 

 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁

判所とする。 

 

第 7 条（準拠法） 

 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。 

 

 

 以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を大学に差し入れ、

1 部を自ら保有する。 

 

平成●年●月●日 

 

 

保証人： 

 



 

 

 
別紙 6 業務報告書の構成 

 

業務報告書の構成 

１）日報 
・出入口開扉・閉扉時間 
・施設内巡回・巡視・点検状況 

・巡視・点検事項別の異状等の有無 
・ガス器具等点検結果 
・修理・交換等実施状況 
・清掃業務実施状況 
・催物等開催事項 
・その他 
※）設備機器の運転日誌，定期点検整備，補修，事故・故障等の記録は別途記録する。 

２）業務報告書（月報） 
業務報告書（月報）は、業務項目、月間計画、実施内容・状況、特記事項、改善事

項、大学行事等、光熱水量使用状況、業務責任者名により構成する。実施内容・状況

には、下記の事項等を記載する。 
・日常作業報告 
・定期作業報告 
・施錠その他の報告 
・機器・部材等の不具合報告 
・クレーム、依頼事項等報告 
・その他 

３）各種点検・保守等報告書 

法令及び標準仕様書等に定める構成・書式による。 

 



 

 

 
別紙 7 サービス購入費の金額と支払いスケジュール 

 
1) 大学が支払うサービス購入費の構成 
ア 建設に係る対価（本別紙 7 において「割賦料」という。） 

大学が事業期間を通じて支払う割賦料は、入札参加者が提案する初期投資費用を元本の

金額とし、入札参加者が提案する固定金利及び返済期間 14 年間の元利均等返済の方式に

よって算出される金利(以下「割賦手数料」という。)を合わせた元利償還金額とする。 
割賦元本として支払う費用には、VE 提案による設計変更費、建設工事費（直接工事費

及び共通費）、工事監理費、各種手続・申請費、各種調査・対策費、大学への所有権移転

に伴う費用、事業者の開業に伴う諸費用、建中金利、ファイナンス組成費、保険料及びそ

の他の費用を含むものとする。 
割賦手数料は本件施設の引渡し日以降発生するものとする。 

 
イ 維持管理業務に係る対価（本別紙 7 及び別紙 8 において「委託料」という。） 

大学が事業期間を通じて支払う委託料は、入札参加者が提案する本件施設の維持管理業

務のサービスの対価として定まる額とする。 
委託料として支払う維持管理業務に係る対価には、各維持管理業務に係る人件費、物件

費、事業者の負担する消耗品費、事業期間中の建築・設備の修繕・更新費、特別目的会社

の利益及び運営費、公租公課、保険料及びその他の費用を含むものとする。 
 
ウ 上記ア及びイに示す対価の内訳は、事業者が事業契約締結後速やかに提出する別添内

訳書のとおりとする。 
 
2) サービス購入費の金額及び支払いスケジュール 
 
ア 割賦料 
 支払対象期 支払金額 

第１回 平成 16 年度下期 （建設に係る対価の 14 分の１に相当する額）円 

第２回 平成 17 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第３回 平成 17 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第４回 平成 18 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第５回 平成 18 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第６回 平成 19 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第７回 平成 19 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第８回 平成 20 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第９回 平成 20 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 10 回 平成 21 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 11 回 平成 21 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 



 

 

第 12 回 平成 22 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 13 回 平成 22 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 14 回 平成 23 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 15 回 平成 23 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 16 回 平成 24 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 17 回 平成 24 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 18 回 平成 25 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 19 回 平成 25 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 20 回 平成 26 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 21 回 平成 26 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 22 回 平成 27 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 23 回 平成 27 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 24 回 平成 28 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 25 回 平成 28 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 26 回 平成 29 年度上期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

第 27 回 平成 29 年度下期 （建設に係る対価の 28 分の１に相当する額）円 

 
イ 委託料 
 支払対象期 支払金額 

第１回 平成 17 年度上期 [●]円
第２回 平成 17 年度下期 [●]円
第３回 平成 18 年度上期 [●]円
第４回 平成 18 年度下期 [●]円
第５回 平成 19 年度上期 [●]円
第６回 平成 19 年度下期 [●]円
第７回 平成 20 年度上期 [●]円
第８回 平成 20 年度下期 [●]円
第９回 平成 21 年度上期 [●]円
第10回 平成 21 年度下期 [●]円
第11回 平成 22 年度上期 [●]円
第12回 平成 22 年度下期 [●]円
第13回 平成 23 年度上期 [●]円
第14回 平成 23 年度下期 [●]円
第15回 平成 24 年度上期 [●]円
第16回 平成 24 年度下期 [●]円
第17回 平成 25 年度上期 [●]円
第18回 平成 25 年度下期 [●]円
第19回 平成 26 年度上期 [●]円
第20回 平成 26 年度下期 [●]円
第21回 平成 27 年度上期 [●]円
第22回 平成 27 年度下期 [●]円
第23回 平成 28 年度上期 [●]円
第24回 平成 28 年度下期 [●]円
第25回 平成 29 年度上期 [●]円
第26回 平成 29 年度下期 [●]円



 

 

別紙 8 サービス購入費の変更 
 
 

 
 
１．委託料（維持管理業務に係る対価）の変更 
 

委託料（維持管理業務に係る対価）の変更の手順は、次のとおりである。 
１）価格指数比の算出 
① 第１回の支払に際しては、契約日の属する月と第１回の支払の対象となる維持管

理期間の終了する日の属する月の前月との価格指数比 
② 過去に対価の変更が行われていない場合の第２回以降の支払に際しては、当該支

払の対象となる維持管理期間の終了する日の属する月の前月と契約日の属する月と

の価格指数比 
③ 過去に対価の変更が行われている場合の第２回以降の支払に際しては、当該支払

の対象となる維持管理期間の終了する日の属する月の前月と前回の対価の変更の基

礎となった月との価格指数比 
２）変更の基準 

改定率（価格指数比から１を控除した率とする）の絶対値が３．０％以下であった

場合には、物価変動に基づく変更は行わない。改定率の絶対値が３．０％を超える場

合には、委託料の支払額に価格指数比を乗じて支払額を変更する。 
 
〔改定率及び支払対価の計算方法〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向

向

の

① P１＝P０×（CSPI１／CSPI０）  ただし、｜（CSPI１／CSPI０）－１｜＞３．０％ 

② Pｎ＝P０×（CSPIn／CSPI０）  ただし、｜（CSPIn／CSPI０）－１｜＞３．０％ 

③ Pｎ＝Pｒ×（CSPIn／CSPIr）  ただし、｜（CSPIn／CSPIr）－１｜＞３．０％ 

Ｐ０：事業契約書に記載されている維持管理業務に係る対価 

Ｐ１：第１回に実際に支払われる物価変動反映後の維持管理業務に係る対価 

Ｐｎ：第ｎ回に実際に支払われる物価変動反映後の維持管理業務に係る対価 

Ｐｒ：前回対価変更となった維持管理業務に係る対価 

CSPI０：契約日の属する月の企業向けサービス価格指数「建物サービス」 

CSPI１：第１回の支払の対象となる維持管理期間の終了の日の属する月の前月の企業

けサービス価格指数「建物サービス」 

 

CSPIｎ：第ｎ回の支払の対象となる維持管理期間の終了の日の属する月の前月の企業

けサービス価格指数「建物サービス」

CSPIｒ：前回対価改定の基礎となった月の企業向けサービス価格指数｢建物サービス｣ 

※）価格指数比に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも
とする。 



 

 

 

 

CSPI：企業向けサービス価格指数（Corporate Service Ｐrice Index） 

（物価指数月報：日本銀行調査統計局による） 

 



 

 

別紙 9 サービス購入費の減額等の基準と方法 
 

モニタリングの結果、本件施設の維持管理状況が要求水準書等が定める水準を満たして

いないと大学が判断した場合におけるサービス購入費の減額その他の措置は以下のとおり

とする。 

 

１．本件施設の維持管理状況が要求水準書等が定める水準を満たしていない場合 

維持管理状況が要求水準書等が定める水準を満たしていない場合とは、以下に示す①

又は②の状態と同等の事態をいう。 

① 施設利用者が業務等を行う上で明らかに重大な支障がある場合 

② 施設利用者が業務等を行うことはできるが、明らかに利便性を欠く場合 

維持管理状況が上記①又は②の状態となる基準は以下のとおりとする。 

 

① 施設利用者が業務等を行う上で明らかに重大な支障がある場合の例 

業  務 明らかに重大な支障があるとみなす事態 

維持管理業務共通 維持管理業務の故意による放棄 

故意に大学との連絡を行わない（長期にわたる連絡不通等）

大学からの指導・指示に従わない    等 

設備保守管理業務 定期点検の未実施 

故障等（要求水準に示す機能を果たさない）の放置 

不衛生状態の放置 

災害時の未稼動（火災等発生時において適切な機能を果たさ

ない事態の発生） 

安全措置の不備による人身事故の発生  等 

② 施設利用者が業務等を行うことはできるが、明らかに利便性を欠く場合の例 

業  務 明らかに利便性を欠く事態 

維持管理業務共通 維持管理業務の怠慢 

施設利用者等への対応不備 

業務報告の不備 

関係者への連絡不備          等 

設備保守管理業務 保全上必要な修理等の未実施 

業務報告の不備 

関係者への連絡不備          等 

 

２．本件施設の維持管理状況が要求水準書等が定める水準を満たしていない場合の措置 

(1) 減額ポイントの発生 

大学は、第 47 条第１項による説明又は確認の結果、本件施設の維持管理状況が要求

水準書等が定める水準を満たしていないと判断した場合に、第 1 条第 2 号に示す各対

象業務に対応する当月の減額ポイントを以下の基準により発生させ、事業者に通知す

る。 



 

 

事     態 減 額 ポ イ ン ト 

施設利用者が業務を行う上で明らかに重大な

支障がある場合 
各項目につき２０ポイント 

施設利用者が業務を行うことはできるが、明

らかに利便性を欠く場合 
各項目につき２ポイント 

ただし、「１①又は②」の場合でも、やむを得ない事由による場合で、かつ事前に大

学に連絡があった場合、又は明らかに事業者の責めに帰さない事由による場合、減額

ポイントは発生しない。 

(2) サービス購入費の減額 

対価の支払いに際しては、６か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたが

って維持管理業務に係る対象業務の対価の減額割合を定め、減額の必要がある場合に

は、当月の支払額を事業者に通知した上で減額を行う。（減額ポイントは対象業務ごと

に計算し、減額も対象業務ごとに行う。） 

 

減額割合 

６か月の減額 

ポイント合計 

対象業務の対価の減額割合 

１００以上 １００％減額 

５８以上１００未満 １ポイントにつき０.６％減額(34.8%～58.8%の減額) 

３２以上５８未満 １ポイントにつき０.３％減額(9.6%～16.8%の減額) 

３２未満 ０％(減額なし) 

 

(3) 維持管理を行う者の変更 

同一の対象業務において連続して２回の減額措置を経た後、さらに減額ポイントの

発生があった場合、大学は、事業者に対して維持管理を行う者の変更に係る協議を求

めることができる。 

なお、事業者が対価の支払対象期間の途中に維持管理を行う者を変更しても、当該

対象期間の減額ポイントは消滅しない。 

(4) 事業契約の解除 

同一の対象業務において連続して３回の減額措置が行われた場合、大学は６か月以

内に事業契約を解除することができる。 



 

 

《サービス購入費の減額等に関する手続の流れ》 
 
 

モニタリング 

要求水準書等が定める水準を満たしていない 

減額ポイントの発生 

６か月分の減額ポイントの合計を集計 

減額ポイントの合計が 
３２ポイント未満の場合 

減額ポイントの合計が 
３２ポイント以上の場合 

減額措置なし 減額措置あり 

同一の対象業務において、連続して２回の減額措置あり 

同一の対象業務において 
連続して３回の減額措置あり 

事業契約の解除 
（６か月以内） 

同一の対象業務において 
連続して３回の減額措置なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 10 法令変更による追加費用分担規定 
 
 
 
法令変更による追加費用分担規定 
  

法令変更 大学負担割合   事業者負担割合 
  
a) 本件事業に直接関係する法令等の変更の場合     100％    0％ 
b) a)記載の法令等以外の変更の場合           0％   100％ 
  
 
 なお，「本件事業に直接関係する法令等」とは，特に本件施設及び本件施設と類似のサー

ビスを提供する施設の維持管理その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした

法令の変更、サービス購入費に係る消費税等相当額の変更、法人税のうち事業者の利益以

外に対する課税に係るものの相当額の変更及び外形標準課税に基づく変更を意味するもの

とし，これらに該当しない税制変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含

まれないものとする。ただし、法人税のうち事業者の利益以外に対する課税に係るものの

相当額の変更及び外形標準課税に基づく変更における、追加費用の分担方法の詳細につい

ては、別途、大学と事業者との間で協議するものとする。 
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